
追加型証券投資信託 
セゾン資産形成の達人ファンド 

約 款 の 新 旧 対 照 表 
新 旧 

運用の基本方針 

２．運用方法 

（２）投資態度 

（前略） 

③投資対象の候補とする投資信託証券は次のファンド

とします。 

・バンガード 米国オポチュニティファンド   

 （運用会社：バンガード・グローバル・アドバイザー

ズ・エルエルシー、運用再委託先：プライムキャップ・

マネジメントカンパニー） 

・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド 80（適格機関

投資家限定） 

 （委託会社：コムジェスト・アセットマネジメント株

式会社、マザーファンド受益証券の運用再委託先：コム

ジェスト・エス・エー社） 

・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド

90（適格機関投資家限定） 

 （委託会社：コムジェスト・アセットマネジメント株

式会社、マザーファンド受益証券の運用再委託先：コム

ジェスト・エス・エー社） 

・コムジェスト日本株式ファンド（適格機関投資家限定） 

 （委託会社：コムジェスト・アセットマネジメント株

式会社、マザーファンド受益証券の運用再委託先：コム

ジェスト・エス・エー社） 

・スパークス・集中投資・日本株ファンドＳ<適格機関

投資家限定> 

 （委託会社：スパークス・アセット・マネジメント株

式会社） 

・スパークス・長期厳選・日本株ファンド<適格機関投

資家限定> 

 （委託会社：スパークス・アセット・マネジメント株

式会社） 

・アライアンス・バーンスタイン SICAV-コンセントレ

イテッド US エクイティ・ポートフォリオ 

 （運用会社：アライアンス・バーンスタイン・エル・

ピー） 

・BBH・ルクセンブルグ・ファンズ－BBH・コア・セレク

ト 

 （運用会社：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アン

ド・コー） 

・FSSA アジア・フォーカス・ファンド 

 （運用会社：ＦＳＳＡインベストメント・マネージャ

ーズ） 

・フォントベル・ファンド－mtx サステナブル・エマー

ジング・マーケット・リーダーズ 

（運用会社：フォントベル・アセット・マネジメント・

アー・ゲー） 

（後略） 

 

運用の基本方針 

２．運用方法 

（２）投資態度 

（前略） 

③投資対象の候補とする投資信託証券は次のファンド

とします。 

・バンガード 米国オポチュニティファンド   

 （運用会社：バンガード・グローバル・アドバイザー

ズ・エルエルシー、運用再委託先：プライムキャップ・

マネジメントカンパニー） 

・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド 80（適格機関

投資家限定） 

 （委託会社：コムジェスト・アセットマネジメント株

式会社、マザーファンド受益証券の運用再委託先：コム

ジェスト・エス・エー社） 

・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド

90（適格機関投資家限定） 

 （委託会社：コムジェスト・アセットマネジメント株

式会社、マザーファンド受益証券の運用再委託先：コム

ジェスト・エス・エー社） 

・コムジェスト日本株式ファンド（適格機関投資家限定） 

 （委託会社：コムジェスト・アセットマネジメント株

式会社、マザーファンド受益証券の運用再委託先：コム

ジェスト・エス・エー社） 

・スパークス・集中投資・日本株ファンドＳ<適格機関

投資家限定> 

 （委託会社：スパークス・アセット・マネジメント株

式会社） 

・スパークス・長期厳選・日本株ファンド<適格機関投

資家限定> 

 （委託会社：スパークス・アセット・マネジメント株

式会社） 

・アライアンス・バーンスタイン SICAV-コンセントレ

イテッド US エクイティ・ポートフォリオ 

 （運用会社：アライアンス・バーンスタイン・エル・

ピー） 

・BBH・ルクセンブルグ・ファンズ－BBH・コア・セレク

ト 

 （運用会社：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アン

ド・コー） 

・FSSA アジア・フォーカス・ファンド 

 （運用会社：ＦＳＳＡインベストメント・マネージャ

ーズ） 

 

 

 

 

（後略） 

 



【信託の目的、金額及び追加信託の限度額】 

第 2 条 

（前略） 

② 委託者は、受託者と合意の上、金１兆円を限度とし

て信託金を追加できるものとし、追加信託を行ったとき

は、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付

します。 

（後略） 

【信託の目的、金額及び追加信託の限度額】 

第 2 条 

（前略） 

② 委託者は、受託者と合意の上、金５０００億円を限

度として信託金を追加できるものとし、追加信託を行っ

たときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者

に交付します。 

（後略） 

以上 


